
議案等の審議結果
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質

問

高
た か ぎ

木　光
み つ お

雄 議員

町
長
へ
の
手
紙

行
政
機
構
改
革

ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
る
か
？

町
長
／
提
案
者
に
回
答
を
直
接
説
明

特
に
重
視
し
た
改
革
点
は
？

副
町
長
／
デ
ジ
タ
ル
推
進
室
の
設
置

高
木
…
公
募
開
始
以
来
、

年
間
何
通
く
ら
い
届
い
て
、

ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い

る
の
か
伺
い
ま
す
。

町
長
…
平
成
28
年
４
月
か

ら
開
始
し
、
平
均
し
て
年

約
20
通
、
こ
れ
ま
で
述
べ

１
５
４
件
寄
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

寄
せ
ら
れ
た
意
見
及
び

要
望
等
の
内
容
を
課
長
等

会
議
等
に
よ
り
共
有
、
精

査
・
協
議
し
、
担
当
課
と

共
に
回
答
書
を
可
能
な
限

り
直
接
提
案
者
の
自
宅
ま

で
届
け
、
説
明
す
る
対
応

に
当
た
っ
て
い
ま
す
。

高
木
…
委
員
会
の
メ
ン

バ
ー
は
役
場
職
員
、
或
い

は
外
部
か
ら
も
人
選
さ
れ

た
の
か
、
人
選
基
準
も
含

め
て
伺
い
ま
す
。

副
町
長
…
委
員
会
設
置
要

綱
に
基
づ
き
、
町
職
員
で

構
成
す
る
こ
と
と
な
っ
て

お
り
、
委
員
長
に
は
副
町

長
、
副
委
員
長
に
は
総
務

課
長
が
充
て
ら
れ
、
委
員

に
は
行
政
経
験
が
長
く
、

今
後
の
町
の
幹
部
職
員
と

し
て
活
躍
し
て
い
た
だ
く

課
長
補
佐
が
相
応
し
い
と

考
え
、
町
長
に
伺
い
を
立

て
了
承
を
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

同
要
綱
に
は
、
委
員
以

外
の
者
の
出
席
を
求
め
る

こ
と
が
出
来
る
と
い
う
規

定
が
あ
り
ま
す
が
、
外
部

の
方
の
出
席
を
求
め
な
く

と
も
提
言
は
十
分
に
取
り

ま
と
め
ら
れ
る
と
考
え
ま

し
た
。

高
木
…
特
に
行
政
運
営
に

参
考
に
な
っ
た
提
言
等
を

伺
い
ま
す
。

町
長
…
特
に
行
政
運
営
等

に
参
考
に
な
っ
た
提
言
等

は
、
生
活
再
建
支
援
事
業

の
確
立
、
防
災
・
減
災
の

行
動
規
範
の
手
順
書
・
防

災
マ
ッ
プ
の
策
定
、
ラ
ジ

オ
受
信
体
制
の
確
立
、
不

妊
治
療
助
成
制
度
の
創
設
、

教
育
の
丘
に
お
け
る
通
学

路
の
防
犯
灯
整
備
等
で
す
。

高
木
…
特
に
重
視
し
た
改

革
点
と
現
状
組
織
が
大
き

く
変
更
に
な
る
点
を
伺
い

ま
す
。

副
町
長
…
①
全
庁
的
な
Ｄ

Ｘ
化
を
俯
瞰
し
、
町
全
体

と
し
て
全
体
計
画
を
策
定

す
る
と
と
も
に
、
横
断
的

な
調
整
役
と
し
て
デ
ジ
タ

ル
推
進
室
を
設
け
る
こ
と
。

②
復
興
企
画
課
の
復
興
建

設
係
を
建
設
課
に
移
管
し
、

課
名
を
企
画
振
興
課
に
変

更
す
る
こ
と
。

③
空
き
家
対
策
に
つ
い
て
、

空
き
家
の
活
用
は
建
設
課
、

空
き
家
の
管
理
、
特
定
空

き
家
の
除
却
は
環
境
防
災

課
が
所
管
す
る
こ
と
で
す
。

高
木
…
福
島
県
職
員
及
び

他
自
治
体
の
副
町
長
を
経

験
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、

ど
の
よ
う
に
牽
引
し
て
き

た
の
か
伺
い
ま
す
。

副
町
長
…
約
40
年
の
勤
務

経
験
か
ら
、
組
織
と
は
そ

の
時
代
の
団
体
・
法
人
に

求
め
ら
れ
る
需
要
に
応
じ

て
変
化
し
続
け
る
と
学
び

ま
し
た
。

　

住
民
ニ
ー
ズ
の
多
様
化

に
伴
い
各
種
制
度
が
複
雑

化
し
、
ま
た
地
方
分
権
推

進
に
伴
い
町
の
業
務
が
増

加
し
て
お
り
、
少
子
高
齢

化
に
伴
う
人
材
確
保
の
課

題
が
顕
在
化
し
て
い
る
と

考
え
、
組
織
を
見
直
す
だ

け
に
留
ま
ら
ず
、
仕
事
の

進
め
方
も
改
善
す
べ
き
と

考
え
、
Ｄ
Ｘ
の
推
進
に
よ

る
業
務
効
率
化
に
も
言
及

し
ま
し
た
。

　

委
員
の
積
極
的
な
提
案

を
進
め
る
こ
と
で
士
気
を

高
め
る
こ
と
に
留
意
し
つ

つ
、
納
得
の
下
、
提
言
書

を
ま
と
め
る
こ
と
が
重
要

と
考
え
、
丁
寧
に
委
員
の

合
意
を
図
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。

　　　　　 〇：賛成　×：反対　議：議長　欠：欠席　病：病気等　退：退席　除：除斥　無：無記名投票

※議長は採決に加わりません。
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議　　員　　名（議席番号順）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

西
本　

久
雄

渡
邉　

忠
義

高
木　

光
雄

渡
邉　

正
俊

西
内　

玄
太

北
郷　

伯
弘

遠
藤　
　

浩

門
馬
ま
り
え

議　案
第67号

広野町議会議員の議員報酬及び費用弁償等
に関する条例の一部を改正する条例

12/13 ８ ７ ７ ０
原案
可決

○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○

令和６年度福島県人事委員会勧告に伴う福島県議会議員に係る期末手当の支給割合の改正に合わせ、期末
手当の年間支給月数を引き上げる改正をするもの。

議　案
第68号

町長等の給与及び旅費に関する条例の一部
を改正する条例

12/13 8 7 7 0
原案
可決

○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○

令和６年度福島県人事委員会勧告に伴う福島県特別職に係る期末手当の支給割合の改正に合わせ、期末手
当の年間支給月数を引き上げる改正をするもの。

議　案
第69号

職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例

12/13 8 7 7 0
原案
可決

○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○

令和６年度福島県人事委員会勧告に基づく職員の給料月額、期末手当及び勤勉手当の改定に関し、給料月額、
期末手当及び勤勉手当の年間支給月数を引き上げる改正をするもの。

議　案
第70号

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関
する条例の一部を改正する条例

12/13 8 7 7 0
原案
可決

○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○

令和６年度福島県人事委員会勧告に基づく会計年度任用職員の給料、期末手当及び勤勉手当の改定に関し、
給料、期末手当及び勤勉手当の年間支給月数を引き上げる改正をするもの。

議　案
第71号

工事請負契約の締結について
（広野町ラジオ受信障害対策基地局等設置
工事）

12/13 8 7 7 0
原案
可決

○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○

本工事（予定価格5000万円以上）の入札落札者と工事請負契約を締結するため、議会の議決を求めるもの。

議　案
第72号

令和６年度広野町一般会計補正予算（第６
号）

12/13 8 7 4 3
原案
可決

× ○ × 議 × ○ ○ ○

歳入歳出それぞれ507万円を増額するもの。主な内容は、防犯交通対策費、予防費、林業振興費、防災対策
費の増額計上のほか、福島県人事委員会勧告に基づく人件費の増額計上。

-

令和６年度広野町一般会計補正予算（第６
号）に対する修正案

12/13 8 7 3 4
修正案
否決

○ × ○ 議 ○ × × ×

令和６年度広野町一般会計補正予算（第６号）の防災対策費420万円、広野町防災の駅基本計画策定事業に
係る債務負担行為1400万円（令和７年度）を削除修正するもの。

議　案
第73号

令和６年度広野町国民健康保険特別会計補
正予算（第３号）

12/13 8 7 7 0
原案
可決

○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○

歳入歳出それぞれ62万円を増額するもの。主な内容は、償還金のほか、福島県人事委員会勧告に基づく人
件費の増額計上。

議　案
第74号

令和６年度広野町介護保険特別会計補正予
算（第３号）

12/13 8 7 7 0
原案
可決

○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○

歳入歳出それぞれ186万円を増額するもの。主な内容は、認定調査等費のほか、福島県人事委員会勧告に基
づく人件費の増額計上。

議　案
第75号

令和６年度広野町後期高齢者医療特別会計
補正予算（第２号）

12/13 8 7 7 0
原案
可決

○ ○ ○ 議 ○ ○ ○ ○

歳入歳出それぞれ４万円を増額するもの。主な内容は、後期高齢者医療広域連合納付金の増額計上。


